
（法第 28 条第１項関係様式例） 
 

令和５年度 事業報告書 
 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 
 

認定特定非営利活動法人日本カンボジア文化産業振興会 
 

１ 事業の成果 

 

 昨年に引き続き日本カンボジア友好７０周年記念を迎えました。北陸大学生の研修プロジェクト

で、プノンペン王立大学の学生交流、プレアヴィヒア州テチョウ小学校での STEM教育プロジェ

クトを実施しました。プノンペン王立大学での交流は日本語学科長のキム先生も大変喜んで頂き

ました。テチョウ小学校へもプノンペン大学生５名が参加し、ともに６年生の支援事業を一緒に

活動をしました。昨年に引き続き学校関係者から大変喜ばれ、政府機関からも高い評価をいただ

きました。 国際交流 IT支援では金沢市所在の光こども園とテチョウ小学校をビデオで繋ぎ、交

流会を実施 いたしました。今年度は 1回の実施となり、8月の実施となりました。 また、2023

年は日本カンボジア友好 70周年記念の年であり、8月実施の交流支援が日カンボジア 70周年記

念事業として認定を受けました。本事業は定期的 に今後も継続していく事業となります。の行

事業は昨年に引き続き継続し年々成果を上げていますが、天候の問題で収穫減がおきる事態がお

きています。しかし事業を継続することで貧困問題の解消となっています。令和６年能登半島地

震においては、穴水町・輪島市へ出向き震災被害者への支援を実施しました。 

 

 

2 事業の実施に関する事項 

 
(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の 

 
事業名 

 
事 業 内 容 

実施 

 
日時 

実施 

 
場所 

従事者 

 
の人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

 
(千円) 

行政、産業団 

体、日本文化 

産業振興会カ 

ンボジア本部 

との協力、連 

絡連携 

中古パソコン支援事業 

テチョウ小学校へデスクト

ップ、ノートパソコン、プ

リンターを寄付支援 

4月 1日～ 

3月 31日 

カンボ 

ジア ス

ラエ ム

村 

3 5 255 



 

カンボジア王 

国を中心とし 

た住民の自立 

支援事業 

テチョウ小学校 STEM教育

事業 

北陸大学生とプノンペン

大学による共同教育にお

ける支援を行う 

8月 16日

～ 

9月 7日 

カンボ 

ジア ス

ラエ ム

村 

20 70 3.041 

カンボジア王 

国を中心とし 

た住民の自立 

支援事業 

IT 交流支援事業 光こども園

とテチョウ小学校 のビデオ交

流。 

8月 16日

～ 

9月 7日 

カンボ 

ジア ス

ラエ ム

村 

20 70 366 

カンボジア王 

国とした人材 

育成支援事業 

農業人材育成事業 クラチエ

州の 102ヘクター ルでの貧

困世帯による自立 支援を行

う 

4月 1日～ 

3月 31日 

カンボ 

ジア王 

国クラ 

チエ州 

7 12 674 

 
(2) その他の事業 

定款の 

 

事業名 

 

   事   業   内   容 

 実施 

 

 日時 

 実施 

 

 場所 

従事者 

 

の人数 

支出額 

 

(千円) 

      

  


